
約束５

約束５

Ⅰ　４年間の総括

命と暮らしを守ります

○高齢者福祉及び介護事業については、
・当市の要介護認定率が全国平均よりも高い状況を踏まえ、高齢者の健康診断受診率向上策や運動教室など健康づく
りを支える施策、介護給付費の適正化に向けた取り組みを実施しました。

・平成24～26年度は第5期高齢者福祉計画・介護保険事業計画の期間とも重なり、アクションプラン登載事業の展開に
加えて、高齢者の見守り支援策として「安心安全見守りネットワーク事業」なども構築し、高齢者が安心して暮らせるまち
づくりに取り組んできました。

○障がい者福祉については、
・障がい福祉計画第２期及び第３期計画により、自立訓練や就労への移行を支援するための事業所数の拡大を図ってき
ました。このことにより、仕事をしたくても出来ない方に対する就労訓練の機会拡大が図られました。

○このほか、市民の健康づくりと健康福祉施策改革に資する体系的な政策を取りまとめることを目的に、平成24年11月に
は市や大学、県、関係団体からなる「ひろさき健康福祉改革プロジェクト」からの事業提案が行われました。同プロジェクト
を通じて大学などとの連携を深め共通認識が図られたことにより、健康福祉行政の推進に向けた基盤を強固なものとする
ことが出来ました。

課　題

・平成25年7月より、ヒロロスクエア健康広場を健康づくりの拠点として、セルフチェックコーナーを自分の健康管理に役立
てたり各種運動教室や料理教室、ひろさき健幸増進リーダー養成講座の会場として活用しているところですが、利用率
の増加に向けて更なる活用策を検討していく必要があります。

・平成25年度には、アクションプランから進化した「エボリュ―ション３」の一つとして、①働きざかりの健康増進②子どもか
ら始める健康教育③運動の習慣化という「ひろさき健やか3原則」に基づき、長期的視点に立って取り組みを始めたところ
です。

めざす姿
“赤ちゃんから高齢者まで”の命と暮らしの安心・安全づくりが充実し、市民が健康的な生活を
送っています。

主な取組と成果

○健康づくりについては、
・当市の平均寿命が全国平均と比べて低い状況にあることから、一番の死因である各種の「がん」に対して、節目の年齢
を対象に大腸がん・子宮がん・乳がんの各検診の無料クーポン券の配布を行い、特に平成25年度からは大腸がん検診
の節目クーポン券配布対象者に検便スティックの同時配布も行った結果、大腸がん検診の受診率においては5.3ポイント
伸びるなど、部位別では効果が表れました。

・健康づくりに対する意識の高まりが広がるものの、個人の健康づくりに向けた活動には必ずしも結びついていない状況
です。このため、市民の自主的な健康づくりの動機付けとなる「健幸ひろさきマイレージ制度推進事業」や地域の健康づ
くりの牽引役となる「ひろさき健幸増進リーダー」の養成、弘前大学との共同による「健康増進プロジェクト推進事業」によ
り、健康的な生活習慣づくりに向けた取り組みを展開しました。

・平均寿命が短い理由の一つとして、40～50歳代の働き盛り世代の死亡が多い状況にあります。このため、企業を巻き込
んだ健康増進の機運を高めようと、産官学金の代表者による健康マネジメント研究会の提案により、従業員の健康づくり
に積極的に取り組む企業等を認証し、金融機関の低利融資制度を利用できるインセンティブを与える「ひろさき健やか
企業認定制度」の創設に取り組みました。

○健康づくりについては、
・日常生活が制限されることなく生活できると定義される「健康寿命」の年齢は、平均寿命よりも約10年低い状況です(青
森県の健康寿命…男性68.95歳、女性73.34歳　弘前市の平均寿命…男性77.7歳、女性85.7歳）。平均寿命と健康寿命
の差は、日常生活が制限される「不健康な期間」とされ、医療費や介護給付費の増大につがなることから、元気で暮らせ
る「健康寿命」の延伸を図るとともに、平均寿命と健康寿命の差を縮めていくことが必要です。

・40～50歳代の働き盛り世代の死亡が多い状況を踏まえて、事業所などの職域に対して健康増進に向けたアプローチを
仕掛けていくことが必要です。また、子どもの頃から健康に対する意識を高める取り組みが求められます。

・平成24年度より、弘前大学大学院医学研究科社会医学講座の協力により、地域の健康づくりの推進役となる「ひろさき
健幸増進リーダー」の養成を行っています。養成講座を修了したリーダーが、自主的に地域の健康教室の開催や市や
大学の事業に協力して市民の健康づくりの活動に取り組んでいますが、活躍の場が限られているため、大学や市保健師
さらには保健衛生委員と協力し、更に活動の場を拡げていく必要があります。
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約束５

・健康づくりを支える施策や介護給付費の適正化に向けた取り組みを実施した結果、25年度の「自立生活できる高齢者
の割合」は前年度に比べ0.1ポイントと、ほぼ横ばいとなっているため　引き続き取り組みの強化を図る必要があります。

○高齢者福祉及び介護事業については、
・全国及び県内と比較して高い要介護認定率の格差を埋めることが喫緊の課題であります。このため、平成27～29年度
を期間とする第6期高齢者福祉計画・介護保険事業計画を通じて、高齢者の介護予防や健康づくりの推進活動に対して
重点的に取り組むことが必要です。また、適正なケアプランの作成など増え続ける介護給付費の抑制を図る取り組みを
展開していくことが求められます。

○障がい者福祉については、
・障害者就労支援事業所から一般就労に結び付けられるよう、知識及び能力向上訓練支援を行う、福祉的就労施設の
拡充・整備を図ります。また、一般民間企業における雇用障がい者数の割合については、弘前管内で1.86%と法定雇用
率2.0%に達していないことから、今後も障害者雇用奨励金制度を広くPRし、多くの事業者に活用していただくことで雇用
促進を図っていく必要があります。
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【結果説明】

【社会経済動向等】

【県・他都市等の状況】 資料：市民評価アンケート

（参考）

【結果説明】

【社会経済動向等】

【県・他都市等の状況】

資料：健康づくり推進課

県内市町村の平均寿命一覧から(H22年度）

・これまで以上に「健康」に対する国民の関心は高まってお
り、マスメディアで取りあげられない日は無い状況にありま
す。しかし、実際に健康づくりや疾病予防のための行動を
起こせない人がいることから、国においてもインセンティブ
の付与について検討が進められています。

・同様の指標を公表している自治体は県内で無いため、比
較出来ませんが、平成22年度の平均寿命で比較すると、県
内40市町村の中で、弘前市は男性が７位、女性が１２位と
なっています。

①健康だと思う市民を増やします。
・健康づくりの動機付けとなる「健幸ひろさきマイレージ制
度」をはじめ、地域の健康づくりの牽引役となる「ひろさき健
幸増進リーダー」の養成や活動支援、その他健康増進を目
的とする市民団体の活動支援を進めており、まだ始めたば
かりの事業が多いなかでも、わずかながら上昇の傾向が見
られます。

「めざす姿の達成状況を示す指標」の動向と分析

②各種がん検診受診率 平成21年度の基準値
19.1％から5 ポイントアップを目指します。

・平成21年度の基準値と比べて、部位別では、大腸がん検
診の受診率が5.3ポイント、前立腺がん検診の受診率が6.6
ポイントの増加となりましたが、他の部位の受診率がほぼ横
ばいとなったため、全体では1.9ポイントの上昇にとどまりま
した。大腸がん検診の伸びは、特に平成25年度から節目
クーポン配布象者に検便スティックを同時配布したことと、
医療機関における勧奨が効果を上げたものと思われます。
・今後も医療機関での医師による勧奨をお願いするととも
に、新たに未受診者への郵便での再勧奨を進めていく必
要があると考えます。

・乳がん検診の対象年齢が平成25年度から30歳以上が40
歳以上に引き上げられました。また、子宮がん・乳がん検診
の受診のきっかけづくりのための無料クーポンの配布事業
が一部対象者の組替部分を残し平成25年度をもって終了
となりました。

・県内旧三市では、大腸がん検診で青森市が22年から23年
に3.2ポイント、子宮がん検診で八戸市が21年から22年に
5.4ポイント増加していますが、その他の部位については大
きな変化は見られません。また、県平均でも大きな増減はあ
りません。

「めざす姿の達成状況を示す指標」の動向と分析

Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 

目標値 81.0 82.0 83.0 85.0

現状値 76.3 77.8 77.5 78.5

74.0

79.0

84.0

89.0
健康だと思う市民の割合  

（％） 

H22 H23 H24 H25

目標値 23.1 24.1

現状値 21.0 20.8 20.3 21.0

19.0

20.0

21.0

22.0

23.0

24.0

25.0

各種がん検診受診率の状況 

（％） 

― ― 

男性

女性 1位　東北町（86.5歳） 12位　弘前市（85.7歳）

1位　十和田市（78.3歳） 7位　弘前市（77.7歳）
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【結果説明】

【社会経済動向等】

【県・他都市等の状況】

資料：健康づくり推進課

【結果説明】

【社会経済動向等】

【県・他都市等の状況】

資料：健康づくり推進課

・青森、八戸市ともに自殺対策緊急基金での効果があり、自
殺者数が減少してきています。

③育児に自信がもてない人ゼロを目指します。ただし、
計画期間では平成21年度の基準値8.0% から2 ポイント
減の6.0％とします。

・母子保健では妊娠、出産、育児期を通じ一貫した支援体
制で相談支援の充実に取り組み、育児に自信が持てない
人の割合は年々減少傾向にありましたが、最終年度で上昇
に転じました。この背景として、基準とした平成21年度当時
に比べ、10代や高齢初産、精神疾患の既往有りなど精神
的、社会的支援を要する妊産婦の増加があり、より充実した
健康支援、育児支援が必要であると考えています。

・全国的に少子化が進展しています。また、ひとり親家庭が
増加し、経済的に困窮している実態があります。子育て世
帯における経済的困難や孤立化などを背景に児童虐待件
数は増加しています。

・国の健やか親子２１計画（計画期間：平成13年～平成26
年）における同指標の推移を見ると、計画策定時が27.4％
（平成12年度幼児健康度調査）、平成25年度の最終評価で
は23.0％（平成22年度幼児健康度調査）となっており、4.4
ポイント減少しています。

・自殺対策緊急基金による自殺対策緊急強化事業（普及啓
発・人材育成・強化モデル事業）を実施したことで、うつ病・
自殺に対する理解が広がり、年度目標を達成しています。

・国では25年度までの自殺対策緊急基金による効果を分析
し、その結果をもとに対策の見直しをする方向です。

「めざす姿の達成状況を示す指標」の動向と分析

④自殺者数ゼロを目指します。ただし、計画期間では48
人以下とします。（内閣府 自殺総合対策大綱目標値に
準じて設定）

H22 H23 H24 H25

目標値 7.5 7 6.5 6

実績値 6.9 6.4 5.8 7.7

4

6

8

10

子育てに自信を持てない人の割合 

（％） 

H22 H23 H24 H25

目標値 55 52 50 48

実績値 31 38 29

青森市 82 70 64

八戸市 66 64 44

0

30

60

90
自殺者数の推移 

（人） 

― 

― 

― 
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【結果説明】

【社会経済動向等】

【県・他都市等の状況】

資料：介護福祉課

【結果説明】

【社会経済動向等】

【県・他都市等の状況】

資料：市民評価アンケート

「めざす姿の達成状況を示す指標」の動向と分析

⑤自立して生活できる高齢者の割合（身の回りのことが
自分でできる高齢者の割合）79.4％を目指します。・自立して生活できる高齢者の割合は、要介護認定等を受

けない高齢者の割合を指標としたものです。
　目標は達成できなかったものの、全国、県、他市の状況は
低下の一方でありますが、当市は平成24年度から平成25年
度にかけてほぼ横ばいとなっています。また、割合が高い
八戸市と比較すると、平成22年度では5.1ポイントであったも
のが、平成25年度では4.9ポイントに縮まっています。

・高齢者人口はますます増大し、高齢者への対策が求めら
れている中、質の高い医療の確保や介護との連携強化が
喫緊の課題となっており、国では持続可能な社会保障制度
の再構築を図るために医療介護総合推進法が平成26年6
月に成立しました。

・平成22年度から平成25年度の間の要介護認定等を受け
ない高齢者の割合は県、青森市、八戸市のいずれも低下し
ており、低下率は県平均が0.7％、青森市が1.5％、八戸市
が0.6％となっている。なお当市の低下率は0.4％でありま
す。

⑥生きがいを持っている60歳以上の市民を増やします。・「生きがいを持っている60歳以上の市民の割合」は、平成
21年度弘前市世論調査「まちづくりアンケート」の集計結果
の60歳以上の市民の割合から算出したものを基準値として
おり、62.7％とし、毎年度0.2％づつ上昇し25年度で63.5％
となるように目標値に設定しました。
・毎年のアンケートは基準を上回り、24年度は74.2％となっ
ており、目標値に対して現状値は上回っております。

・高齢者人口はますます増大し、高齢者への対策が求めら
れている中、質の高い医療の確保や介護との連携強化が
喫緊の課題となっており、国では持続可能な社会保障制度
の再構築を図るために医療介護総合推進法が平成26年6
月に成立しました。

・当市の市民アンケートでの設問方法とは異なるため、直接
的な比較はできませんが、平成22年11月に行った内閣府
の「高齢者の住宅と生活環境に関する意識調査結果」によ
ると、全国の都市を大都市（東京都区部と指定都市）中都
市（人口10万以上の都市）小都市（人口10万未満の都市）
に分け60歳以上3000人からの面接調査の結果、2062人か
ら回答を得ており、中都市の場合、生きがいを感じている人
47.3%、多少感じている人38.5%、あまり感じていない人
10.7%、まったく感じていない人2.1%、わからない人1.3%とい
う結果が出ております。

H22 H23 H24 H25

目標値 79.2 79.2 78.9 79.4

実績値 78.9 78.7 78.4 78.5

全国 83.1 82.7 82.4 82.2

青森県 81.6 81.3 81.2 80.9

青森市 82.1 81.4 81.2 80.6

八戸市 84.0 83.8 83.5 83.4

78.0
79.0
80.0
81.0
82.0
83.0
84.0
85.0

自立生活できる高齢者の割合 

（％） 

Ｈ22 H23 H24 H25

目標値 62.9 63.1 63.3 63.5

現状値 68.7 68.7 74.2 70

60

62

64

66

68

70

72

74

76

生きがいをも持っている60歳以上の市民の割合 

（％） 
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【結果説明】

【社会経済動向等】

【県・他都市等の状況】 資料：福祉政策課

資料：福祉政策課

・独自（福祉政策課）に調査しているアンケート結果による
と、生活に満足している障がい者の方の割合は、平成23年
度は29.3%でしたが、平成26年度は23.9%と、5.4ポイント減
少しています。
　一方、今の生活を「普通」であると思っている障がい者の
方の割合は47.7%から50,4％と、2.7ポイント増加していま
す。
　家族とともに安心して日常生活を送ることが出来ていると
いう意見が多く挙げられた一方で、就労したくても合う仕事
がなく、働く場所が見つからなかったり、経済面での負担
感、将来への不安を挙げている方が多く見られます。

「めざす姿の達成状況を示す指標」の動向と分析

関連指標

生活に満足している障がい者を増やします。 障がい者就労支援事業の利用人数を増やします。

　自立訓練・就労移行支援・就労継続支援などの事業拡大
により、利用人数は年々増加しています。

⑦一般の民間企業における雇用障がい者数の割合
2.00％を目指します。

・近年、事業主の障がい者についての理解と関心が高まり、
雇用率は全国的に改善しています。
・一層の障がい者の雇用促進を図るため、法定雇用率の改
定(平成25年4月より)や障害者雇用納付金制度の対象拡大
といった法改正が行われています。
・中小企業においては、取り組みが遅れています。

平成25年6月1日時点での障がい者の実雇用率(民間企業)
は全国平均1.76％、県内1.78％となっており、弘前公共職
業安定所管内の雇用率は国、県の平均を上回る状況で
す。

・平成25年6月1日時点における弘前公共職業安定所管内
で雇用されている障がい者数は152事業所、467人（内、知
的障害者161人）で、前年より16人増加しましたが、実雇用
率は1.86％で、前年より0.02ポイント減少し、目標を達成で
きませんでした。
・法改正により対象事業所が拡大し、雇用者数は増加しま
したが、割合は減少するという結果となりました。

*平成24年度までの法定雇用率は1.8％、平成25年度

から2.0％となっています。 

*平成25年度から法改正により対象事業所が拡大し

雇用者数は増加しているが割合は減少しています。 
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Ⅱ　今後の方向性

・子どもの頃から健康な生活習慣を意識することで、将来の健康寿命（平均寿命）の延伸につながることから、健康意識
を高める「健康教養（ヘルスリテラシー）」の向上を図る取り組みを強化していくことが必要です。

・地域や職域において健康づくりのための生活習慣の見直しや検診（健診）受診者を増やすため、地域のリーダーであ
るひろさき健幸増進リーダーを引き続き養成するとともに、リーダーの活動を支援していく必要があります。また、各地域
で健康づくり推進活動を行っている保健衛生委員会や食生活改善推進員会などの市民団体も積極的に支援していく必
要があります。

・医師不足の中、県全体での医師の養成事業に協力するほか、津軽地域においても、各自治体病院等の医療機能を再
編成し中核病院へ医師を集約化することにより、救急医療の充実･安定化に取り組んでいく必要があります。

・ヒロロスクエア健康広場を、市民の健康づくりやひろさき健幸増進リーダーの活動の拠点としての活用方法を検討する
ほか、誰もが気軽に健康づくりに取り組めるような運用方法や、大学等関係機関との連携による健康増進に向けた取り組
みの充実などを図っていく必要があります。

○高齢者福祉及び介護事業については、
・要介護認定率の高い現状であることから、筋力トレーニングなどの介護予防事業に重点的に取り組み、高齢者生活の
質の向上を図りつつ、要介護認定を受ける高齢者を増やさないようにすることにより、持続可能な介護保険制度としてい
くことが求められています。

・第6期高齢者福祉計画・介護保険事業計画を通じて医療や介護、生活支援サービスなどが切れ目なく提供される「地
域包括ケアシステム」を実現し、自立した生活ができる高齢者の割合を高め、高齢者が住み慣れた地域で日常生活が営
めるよう支援していくことで、超高齢者社会に対応していくことが求められています。

○障がい者福祉については、
・人口減少や少子高齢化の中にあっても、障がい者手帳を所持する方の人数は増加しています。（弘前市の人口に対す
る障害者手帳所持者の割合　H22年3月：5.7%、H26年3月：6.1%）
今後は、障がい者の一般就労への雇用促進をより一層図るほか、障害者就労支援事業所で製造された物品販売を強化
し、就労賃金の上昇を図ります。また発達障がいなどによる障がい児（気になる段階を含む。）や家族に対し、各関係機
関との連携による幼児期から青年期までの切れ目のない相談支援体制の確立を図ります。

経営計画への反映等

○健康づくりについては、
・健康な高齢者が増えるよう、働き盛りをターゲットとした「胃がんリスク検診事業」や「３０歳節目歯科健診」、「パパママ健
康チェック事業」、「ひろさき健やか企業認定制度推進事業」を実施するほか、市民が主体的に取り組める「健幸ひろさき
マイレージ制度推進事業」などを実施し、市民が健康増進に向けた生活行動をできるよう支援します。

・地域医療提供基盤の充実・安定化のため、「弘前大学医学部附属病院高度救命救急センター運営費等補助金」「津軽
地域保健医療圏自治体病院機能再編成推進協議会運営事業」「医師確保対策地域・大学連携対策事業」「市立病院耐
震化事業」などに取り組み、医師確保及び救急医療の充実･安定化に努めます。

○健康づくりについては、
・健康づくりに向けた意識を地域全体に広め、施策の効果を確実なものにしていくためにも、働き盛り世代をターゲットと
した「ひろさき健やか企業認定制度推進事業」の応援企業を金融機関だけでなく他業種に拡大するなど、効果的な動機
づけ（インセンティブ）をこれまで以上に展開する必要があります。また、健康づくりの各施策に対する効果が表れるには
時間を要することから、従来の施策に改良を重ねながら継続して取り組んでいきます。

取組の方向性

・子どもから大人まで、健康や病気に関する正しい知識などを学ぶ機会を充実させるため、「健康教養向上事業」、「健康
教育講座推進事業」、「学校給食野菜摂取率アップ運動」、「ひろさき健康増進プロジェクト推進事業」「介護一次予防事
業」など各世代に合わせた事業を展開し、健康教養の醸成や健康づくりを進める環境整備を図ります。

・地域において健康づくりのための生活習慣の見直しや検診（健診）受診者を増やすため、「保健衛生委員会活性化支
援事業」に取り組み、地域における健康づくり推進活動を行っている市民団体を積極的に支援するとともに、「弘前市地
域健康増進学講座設置事業」、「ひろさき健幸増進リーダー活動支援事業」に取り組み、地域の健康指導のリーダーで
ある「ひろさき健幸増進リーダー」を引き続き養成しながらリーダーの活動を支援します。

・ヒロロスクエア健康広場を健康づくりの拠点として、誰もが気軽に健康づくりに取り組めるよう、「ひろさき健康増進プロ
ジェクト推進事業」に取り組むほか、「ヒロロ健康ひろば運営事業」を実施することにより、施設の一層の有効活用を図って
いきます。
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・「生きがいを持っている60歳以上の市民を増やします。」については、経営計画の「老人クラブ運営費補助金」の交付に
より老人クラブが実施している各種生きがいづくりの推進事業を支援します。
・また「まちなか花いっぱい事業」を老人クラブに呼びかけて、生きがいづくりを支援する事業を新たに実施していきます。

○高齢者福祉及び介護事業については、
・高齢者が地域で元気に活き活きと自立した生活ができるよう、「おたっしゃ健幸塾」をはじめとした高齢者対象の運動教
室の実施や介護予防に向けた取り組みを重点的に展開するほか、ケアマネージャーとの意見交換の場といった適切な
介護サービスの提供に向けた施策、高齢者の生きがいづくりに資する各種事業を展開し、高齢者が暮らしやすいまちづ
くりを目指していきます。

・「自立して生活できる高齢者の割合（身の回りのことが自分でできる高齢者の割合）79.4％を目指します。」については、
経営計画の「介護二次予防事業」や「包括的支援事業」を実施し、地域包括支援センターが中心になって予防事業への
参加者の増加を目指して取り組んでいきます。

○障がい者福祉については、
・障がい者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるように、ニーズや課題にきめ細かな対応をし適切な障害福祉
サービスを提供するため、「相談支援事業」の強化を図り、「就労移行支援事業」などによる自立支援や日常生活支援の
充実を目指します。また障がい児が家族とともに充実した地域生活を送るため、「放課後等デイサービス事業」などの児
童発達支援事業により専門的な支援を受けられるよう質の確保を図っていきます。
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No. 自己評価

進捗率

A

達成率

A

H22 H23 H24 H25

0 1,070 1,045 1,000

事務事業名 自己評価

進捗率

A

実施内容 達成率

A

H22 H23 H24 H25

- １ １ ２

0 10 0 19

総括

経営計画
への反映等

事務事業名 自己評価

進捗率

A

実施内容 達成率

A

H22 H23 H24 H25

- 100% 100% 100%

0 1,060 1,045 981

総括

経営計画
への反映等

平成25年度実施内容

　弘前市医師会の協力のもと、平成25年度は年間62回が予定どおり開設し、市民へは広
報紙や陸奥新報の市政だよりのほか、アップルウェーブでも周知を図りました。また併せて
弘前市医師会のホームページにも掲載しました。

　開設率は100%となり目標を達成しました。768人の利用があり、1日当たりの患者数は12.4
人となりました。

目標

休日当番医制度　開設率　100％

決算額

　在宅医師のご協力により100％の開設率を維持し、二次救急医療機関の負担軽減の効
果があったところです。一方で、利用者が少ないとの意見もあることから、これまで以上に
様々な機会を通じて市民へ周知していく必要があります。

　今後も急患診療所で対応できない外科系救急患者へ対応し、二次救急輪番病院の負担
を軽減するため、経営計画の関連事業に位置付け継続して取り組みます。（先行運用して
いる内科、耳鼻科、眼科、歯科を含める。）
　経営計画：（関連事業）「休日在宅医診療運営事業」

(2)休日在宅医診療運営事業
（外科）

(2)救急医療体制の維持確保
を図る。
・二次救急医療機関の医療
スタッフの負担緩和と受診機
会充実を図るため、在宅当番
医に外科系医療機関を確保
する。

　医都ひろさき円卓会議は平成25年7月と平成26年3月に各１回（合計2回）開催しました。
出席関係機関からそれぞれの取組状況の報告と意見交換を行い、情報の共有がなされま
した。

　目標に対して今年度は2事業となりました。提案のありました「がん検診受診率向上対策
ワーキンググループ会議開催」については、会議の開催に代えて個別に市が関係機関と
調整を行い、医師会健診センターでは、受診しやすい環境とするため、平成26年度から新
たに日曜健診を月１回行うこととしました（5月～９月)。また、医師会の提案を受けて平成25
年度から大腸がん検診の無料クーポン配布時に検便スティックを同時配布し、事前申込み
しなくても大腸がん検診を受診することができるようにするなどの取組を行い、受診率向上
対策を行いました。

目標

会議提案意見の中で、市施策に反映できた事業数 1
事業/年

決算額

　青森県は平均寿命・健康寿命が最も短い県であり、弘前市はその一員でもあることから、
今後の会議の方向性として、「地域の健康レベル向上～健康長寿、健康増進」　という、長
期的テーマに沿って討議、意見交換していくこととしました。

　医療機関の代表と医療保健行政機関が一同に会することにより、新型インフルエンザ発
生時における連携体制の確認が図られたり、外科系二次救急医療の負担軽減のため休日
在宅医制度(外科系)が開始されるなど、当会議で提案された案件が実施に移されるなどの
成果がありました。しかし、健康行政においては、現在健康寿命延伸を重要課題としている
ことから、今後の会議の方向性として、「地域の健康レベル向上～健康長寿、健康増進」
という、長期的テーマに沿って討議、意見交換していくことになりました。経営計画：（関連
事業）「医都ひろさき円卓会議運営事業」

(1)医都ひろさき円卓会議運
営事業

(1)「医都ひろさき円卓会議」
を設置し、医療機関ネット
ワーク化・救急医療体制の構
築など、地域医療の充実に
関するテーマについて協議
を行い、市の施策に反映させ
る。

項目 平成25年度実施内容

5-1

　施策を構成する２事業について、それぞれ「工程表どおり実施」しました。

　構成する２事業について、それぞれ目標を達成しました。

決算額

平成25年度実施内容

“医都ひろさき円卓会議”を
設置し、医療機関のネット
ワークや救急医療体制を構
築
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No. 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

B

H22 H23 H24 H25
40,106 35,482 39,006 47,017

事務事業名 自己評価

進捗率

Ａ

実施内容 達成率

Ｃ

H22 H23 H24 H25

12.5% 14.0% 15.0% 17.7%

20,246 26,722 28,688 35,060

総括

経営計画
への反映等

事務事業名 自己評価

進捗率

A

実施内容 達成率

A

H22 H23 H24 H25

26.80 % 27.70 % 27.20 % 30.9%

- - - -

総括

経営計画
への反映等

事務事業名 自己評価

進捗率

A

実施内容 達成率

B

H22 H23 H24 H25

18人 50人 110人 165人

15,418 4,021 5,513 6,945

総括

経営計画
への反映等

　通所型等介護予防事業の参加者は、平成22年度の18人から年々増加しているものの、
身辺事情や仕事の関係等で参加しない対象者が多い現状です。今後は年間参加回数の
拡大の検討や実施事業所の拡充、介護予防意識の低い高齢者に対する周知徹底により、
さらなる参加者の拡大を図っていきます。

　通所型又は訪問型介護予防事業に参加することにより、身体機能の低下を防ぎ、介護保
険の適用者への移行をできるだけ遅らせるために、経営計画に位置付け今後も継続して
実施します。
経営計画：「介護二次予防事業」

平成25年度実施内容

　平成25年度は、9～12月生まれの方に基本チェックリストを郵送（6～12月）し、随時、回収
しながら二次予防事業の対象者把握を行い、その対象者に通所型等の介護予防事業の
参加を促しました。

　平成25年度の通所型等の介護予防事業の参加者は、165人で、目標の200人の約8割と
なりました。

目標

介護予防事業参加者数（通所型+訪問型）　200人 (H25)
　71人（H22）　95人（H23）　147人（H24）

決算額

(3)介護二次予防事業

・介護予防事業への参加促
進

(3)65歳以上の要介護認定の
ない高齢者全員に3年間にわ
たって基本チェックリストを郵
送・回収することにより、二次
予防事業の対象者把握を拡
大し、通所型等の介護予防
事業の参加に結び付ける。

目標

国保の前期高齢者（65歳～74歳）受診率　29.0％

決算額

　目標は達成しましたが、さらなる受診率向上に向けて、今後も継続して取り組んでいきま
す。

　この事業は、国民健康保険の保険者として、医療費の適正化を目的に行っているもので
あり、経営計画には位置づけていませんが、今後は「ひろさき健康福祉改革プロジェクト」の
事業として取り組みます。

平成25年度実施内容

(1)後期高齢者健診受託事業

　高齢者の健康づくりを推進
するために、次の取り組みを
行う。

・高齢者の健診受診率向上
に向けて
(1)市が実施する健診の高齢
対象者に、個別通知及び町
会を通じて毎戸配布する。

(2)特定健康診査事業

(2)特定健診未受診の原因調
査を行い、受診率向上のた
めの具体的改善策に反映さ
せる。

　健診受診対象者25,441人に個別通知（受診券を送付）しました。また、町会を通じて、広
報ひろさき4月1日号と同時に毎戸配布（健康と福祉ごよみ）、健診未受診者への訪問勧奨
（25.11～26.2、492件）を実施しました。

　平成25年度の目標受診率29％に対して、実績は17.7％と目標は達成できませんでした
が、受診率は3年連続して向上しております。当市の後期高齢者のうち、約85％の方が医
療機関を受診（治療）しているため、改めて健康診査を受けるという意識が低いことが目標
を達成できなかった要因と考えます。

目標

後期高齢者健診受診率　29.0％（Ｈ25）
23％（Ｈ22）、25％（Ｈ23）、27％（Ｈ24）

決算額

　平成25年度の受診率は17.7％、県全体は20.5％で共に3年連続で受診率は向上してい
ます。平成24年度から未受診者に訪問勧奨（2年間・851件）を実施しましたが、当市の後期
高齢者の約85％の方が医療機関を受診（治療）しているため、健診を受けるという意識が低
いことが現状です。今後は健診未受診者の実態把握や分析を行い、より効果的な受診勧
奨と受診意識が定着するまで施策を継続することが必要です。

　経営計画には位置づけていませんが、「ひろさき健幸福祉改革プロジェクト」の事業とし
て、引き続き実施します。

　個別通知として、対象者（42,753人）に受診券を4/19に送付しました。また、受診率向上
のための具体的改善策として、農業団体との連携で出張健診（7/22･23の2箇所）、健診未
受診者への訪問勧奨（25.11～26.2、746件）・文書勧奨（12/13、9,787件）を実施しました。

　65歳から74歳までの対象者19,194人中、受診者が5,932人で、受診率は30.9％となり、目
標を達成しました。

項目 平成25年度実施内容

5-2

　施策を構成する4事業について、それぞれ「工程表どおり実施」しました。

　構成する4事業について、「達成」が2事業、「概ね達成」が１事業、「未達成」が１事業とな
りました。

決算額

平成25年度実施内容

高齢者の健康診断受診率向
上と介護予防事業への参加
促進
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事務事業名 自己評価

進捗率

A

実施内容 達成率

A

H22 H23 H24 H25

27回 33回 33回 37回

4,442 4,739 4,805 5,012

総括

経営計画
への反映等

No. 項目 自己評価

進捗率

A

事務事業名 達成率

障がい者福祉相談支援事業 A

実施内容 H22 H23 H24 H25

4か所 4か所 6か所 6か所

20,400 20,475 31,475 32,475

総括

経営計画
への反映等

No. 項目 自己評価

進捗率

Ａ

事務事業名 達成率

子育て支援課母子保健福祉
窓口業務体制強化

（A）

実施内容 H22 H23 H24 H25

- 100% 100% 100%

0 5,548 2,499 4,969

総括

経営計画
への反映等

　平成23年4月までに母子保健と児童福祉の窓口業務のワンストップ化を行い、市民の利
便性向上と相談体制の充実を図りました。
　赤ちゃん電話相談、乳幼児医療費給付事務を他課から移管済であり、母子保健の窓口
業務を保健センターと当課で並行して実施済みであることから「工程表どおりに実施済」と
評価しました。

　【平成24年度目標達成済み】
　目標の「母子保健窓口業務のワンストップ化率 100%（H23.4）」について、平成23年4月ま
でに目標を達成しました。（平成25年度目標設定なし）

目標

母子保健窓口業務のワンストップ化率 100%（H23.4）

決算額

　母子健康手帳等を交付するとともに、保健師が子育てに関する不安や悩みの相談に応じ
ることでワンストップ化が図られ、市民の利便性が高まりました。

　母子保健福祉の総合支援機能（ワンストップサービス）は、経営計画に位置付け継続して
実施します。
経営計画：「妊婦窓口相談・赤ちゃん電話相談事業」

相談支援事業所数 6か所（H24）

決算額

　アクションプランに取り組む前と比べて、障がい者や家族からの幅広い相談、情報提供、
助言等の総合的な支援体制づくりが図られました。今後もアンケート等を実施し、課題や
ニーズを把握しながら、より一層のサービスの充実を図っていく必要があります。

　障がい者の日常生活支援・就労支援・地域生活移行支援のための相談支援体制の充実
は不可欠であることから、経営計画に位置付け継続して取り組みます。経営計画：　「地域
活動支援センター事業・相談支援事業」

(4)介護一次予防事業

(4)「おたっしゃ健幸塾」にお
いて更なる普及啓発を図るた
め、各地区等に講師を派遣
する。

障がい者への総合支援機能
（ワンストップサービス）の提
供

平成25年度実施内容

決算額

　市内全地区での開催は身近な会場、周知方法、運動内容を、高齢者が継続しやすく、よ
り多くの高齢者に周知できるように改善してきました。また、ヒロロでの開催は、参加者拡大
と運動の継続性などの効果がみられています。今後、高齢者が増えていくなかでは、介護
を必要とならないようにするために、参加者の拡大をめざし、運動を通じて元気にいきいきと
生活していけるよう継続して支援していく必要があります。

　介護一次予防事業の中の「おたっしゃ健幸塾」だけでなく、今後は健康教育、相談会も含
めた介護一次予防事業とし、総合的な視点から、地域の課題を踏まえた事業内容で、経営
計画に位置付け継続して取り組みます。経営計画：「介護一次予防事業」

平成25年度実施内容

　平成24年度中に相談支援事業所を２か所増設し、市内６か所体制としました。このことに
より情報提供や様々な相談対応等、必要な助言を行ったことから、計画どおり「工程表どお
り実施済み」と評価しました。

相談事業所の整備体制を整え目標を達成し、相談しやすい環境が整ったことにより、年々
利用者が増加しています。
【利用件数】　Ｈ２２年度：16,633件　　Ｈ２３年度：18,258件　　Ｈ24年度：20,008件　　Ｈ25
年度：23,379件
（H25年度はH22年度の４割増）

目標

平成25年度実施内容

　平成25年度は、市内各地区において32回、ヒロロ会場において5回シリーズで実施し、よ
り多くの高齢者に運動の必要性について周知することができました。

市内全地区で32回開催延べ７０７人が参加、ヒロロでは5回シリーズで実施し延べ１８０人が
参加しました。合計では、計画どおり37回の開催で延べ８８７人が参加しました。

目標

おたっしゃ健幸塾開催回数　37回 (H25)
　27回（H22）　29回（H23）　31回（H24）

5-3

　障がい者のきめ細かな相談
支援体制の充実・強化を図る
ため、現在４か所の相談支援
事業所から、主に知的障がい
者及び知的障がい児の相談
業務を行う相談支援事業所２
か所増を図り、障がい者の自
立と社会参加を促進させる。

5-4
母子保健福祉の総合支援機
能（ワンストップサービス）の
提供

　母子保健福祉の窓口サービス
の相談体制の充実を図るため
に、子育て支援課で次の業務を
行う。
・赤ちゃん相談電話を健康推進
課から移管
・母子健康手帳交付・妊婦窓口
相談など母子保健の一部業務
を子育て支援課でも実施
・乳幼児医療費給付事務を国保
年金課から移管
・乳児一般委託健康診査受診
票及び予防接種予診票綴を子
育て支援課でも発行
※母子保健の窓口業務を保健
センター及び子育て支援課が
並行して実施
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約束５

No. 自己評価

進捗率

A

達成率

A

H22 H23 H24 H25

1,378 3,454 2,901 3,748

事務事業名 自己評価

進捗率

A

実施内容 達成率

A

H22 H23 H24 H25

－ 31人 38人
29人（健康づ
くり推進課調
べ）

1,378 3,109 2,129 2,631

総括

経営計画
への反映等

事務事業名 自己評価

進捗率

Ａ

実施内容 達成率

Ａ

H22 H23 H24 H25

51人 80人 64人 69人

80人 120人 106人 110人

59.00% 57.60% 56.90%

345 247 510

総括

経営計画
への反映等

目標

学級経営講座参加者数 60人（H25）
30人（Ｈ22）、40人（Ｈ23）、50人（Ｈ24）

性教育研修講座参加者数 75人（H25）
60人（Ｈ22）、65人（Ｈ23）、70人（Ｈ24）

電話「子ども悩み相談」事業周知率 50%（H25）
45％（Ｈ23）、48％（Ｈ24）

決算額

　毎年度、命の尊さ教育を充実させる取組を講座参加者アンケートを参考に見直しを図りな
がら実施したことにより参加者数が増加し、命を大切にする心や倫理観などを育む教育の
推進と研修の充実が図られました。

　命の尊さ教育事業、学級経営講座、「子ども悩み相談」事業に新たに道徳教育研修講座
を加え、命を大切にする心や倫理観などを育む教育の推進と研修の充実を図る内容を拡
充して実施します。
　経営計画：「命の尊さ教育事業」、「学級経営講座」、「子ども悩み相談」事業

目標

自殺者数 48人以下（H25）
55人（Ｈ22）、52人（Ｈ23）、50人（Ｈ24）

決算額

　自殺対策緊急強化事業、心の健康づくり事業を実施することにより、個別への対応、地域
全体での取り組みと総合的に進めてきたことから、自殺者数が減ってきています。これまで
の地域での取り組みは、モデル地区を設定して実施しているため、全市での取り組みには
なっていません。しかし、地域での課題が違うため、それぞれの地域にあった取り組みをす
る必要があるため、これからも継続していく必要があります。

　自殺対策強化事業は、平成26年度で終了予定のため、「心の健康づくり事業」で取り組
みを継続します。
　経営計画：「心の健康づくり事業」

平成25年度実施内容

　学級経営講座では、講義や演習、実践発表をとおして、今後の学級経営の充実に向け
実践意欲を高めることができました。性教育研修講座では、講義や授業研究、実践発表を
通じ、性教育の重要性と必要性についての周知を徹底し意識を高めたことで参加者数の
増加を図ることができました。「子ども悩み相談」事業では、カードやリーフレット等を市内小
中学校全児童生徒及び市内各所、関係機関等に配布して周知を図りました。また、リーフ
レットには、教育センターの相談窓口の連絡先も記載したことにより、教育センターへの相
談も含めて相談件数は増加しており、相談の早期解決が着実に図られました。

　各講座の目標に対し、学級経営講座では69人、性教育研修講座では110人の参加者数
となり、平成25年度の目標を上回りました。「子ども悩み相談電話」周知率については、
56.9％となり目標を達成しました。

平成25年度実施内容

　自殺対策緊急強化事業として、人材養成事業、普及啓発事業、強化モデル事業を実施
したほか、心の健康づくり事業として、こころの健康相談、健康教育などを行い、予定してい
た事業をすべて実施しました。

　目標の自殺者数「48人以下」に対し、実績は29人（健康づくり推進課調べ）となりました。

　施策を構成する4事業について、それぞれ「工程表どおり実施」しました。

　構成する4事業について、それぞれ目標を達成しました。

決算額

平成25年度実施内容

自殺予防など心の健康づく
り・命の尊さ教育を実施

(3)命の尊さ教育

(3)命の尊さ教育

・学級経営等の充実
・性教育の充実（H22まで隔
年で発行していた教師用「性
教育の手引」をH23から毎年
発行に変更）
・電話「子ども悩み相談」事業
の充実（電話相談カードと
リーフレットの様式を改良する
とともに、新たにポスターを作
成し、市立小・中学校児童生
徒、保護者に配布）

(1)自殺対策緊急強化事業
(2)心の健康づくり事業

　市民の心の健康づくりと命
の尊さ教育を推進するため
に、次の取り組みを実施す
る。

(1)自殺対策緊急強化事業

(2)心の健康づくり事業

5-5

項目
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事務事業名 自己評価

進捗率

A

実施内容 達成率

A

H22 H23 H24 H25

- - 16校 16校

- - 37校 37校

- - 525 607

総括

経営計画
への反映等

No. 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

Ｃ

H22 H23 H24 H25

189 197 388 612

事務事業名 自己評価

進捗率

Ａ

実施内容 達成率

Ｃ

H22 H23 H24 H25

+1.9ﾎﾟｲﾝﾄ +1.7ﾎﾟｲﾝﾄ +1.2ﾎﾟｲﾝﾄ +1.9ﾎﾟｲﾝﾄ

総括

経営計画
への反映等

項目 平成25年度実施内容

5-6

　施策を構成する2事業について、それぞれ「工程表どおり実施」しました。

　構成する2事業について、いずれも「未達成」となりました。

決算額

平成25年度実施内容

　ヒロロオープンに合わせてヒロロ3階を会場に、毎月第1・第3土曜日弘前市国民健康保険
加入者の特定健康診査、後期高齢者医療制度加入者の健康診査、市のがん検診が受診
できる複合健診を開始しました。アップルウエーブで、がん検診の負担額やヒロロを会場と
する複合健診について、継続してＰＲを行いました。春・秋巡回がん検診案内ハガキを広報
ひろさきと同時に毎戸配布しました。

　がん検診受診率の目標を平成21年度の実績に対し5ポイントアップとしましたが、１．9ポイ
ントのアップにとどまりました。平成25年度の実績では、対象者延べ299,416人に対し受診
者62,998人で受診率は21.0%でした。

目標

がん検診受診率　24.1％（対H21実績比+5%）
+1.5ﾎﾟｲﾝﾄ（Ｈ22）、+3.0ﾎﾟｲﾝﾄ（Ｈ23）、+4.0ﾎﾟｲﾝﾄ（Ｈ24）

　ヒロロスクエアでの複合検診は1年目ということもあり受診者数が伸び悩みました。また、広
報ひろさきやアップルウエーブなど広報媒体を通じるなどして市民への周知を図りました
が、数字的には結果に反映されていない状況です。県平均や青森市、八戸市と比較しても
相対的な順位に大きな変化はありませんでした。抜本的に勧奨方法又は（費用負担を含め
た）受診方法を検討する必要があります。

　健康長寿を目指し、引き続きがん検診受診率の向上に取り組んでいく必要があることか
ら、「がん検診受診率向上強化対策事業」と統合して経営計画に位置付けて継続して取り
組みます。　経営計画：「がん検診受診率向上強化対策事業」

がん検診受診推進事業

がん検診の受診率向上により、
病気の早期発見早期治療につ
なげていくために、次の取り組
みを行う。
・体験者を講師に講演会を実施
し、地域に広める。
・巡回がん検診案内ハガキでの
ＰＲ
・広報ひろさきでのＰＲ（早期発
見の必要性や検診料自己負担
額が低額であること等）
・事業所等検診とがん検診の同
時受診を実施する。
・駅前再開発ビルにおいて複合
検診を実施する。（月2回土曜
日）
・広く市民を対象としたキャン
ペーンの展開や節目年齢を対
象とする受診勧奨など、受診率
向上に向けた取り組みの強化充
実を図る。

目標

中学校健康教育講座　16校（全校）

小学校健康教育講座　37校（全校）

決算額

　本事業の実施により、対象学年の児童・生徒が、自身の将来にわたる健康について考え
るきっかけとなりました。

　健康に関する正しい知識習得の機会となっていることから、引き続き経営計画に位置付
け継続して実施します。
　経営計画：「健康教育講座推進事業」

(4)健康教育講座推進事業
　これまで、開催希望校のみで
実施してきた健康講座を、毎
年、市内小・中学校全校で開催
する事により、児童生徒が適齢
期（中学２年・小学５年）に、性に
関する正しい知識を習得し、喫
煙や飲酒の悪影響を理解させ
る。併せて、弘前市医師会等の
専門医と連携し、、HPVワクチン
接種の重要性の啓発と、ワクチ
ン摂取率の向上を図る。
　また、受講対象を保護者など
に拡大するとともに、医師・薬剤
師等を対象とした講師養成のた
めの研修会を実施し、講師数の
拡大を図る。

がん検診の受診率向上運動
の実施

平成25年度実施内容

　小学校高学年については喫煙や飲酒について、中学校2・3年生については性に関する
正しい知識についての講座を市内全小・中学校で実施しました。また、受講対象を保護者
などに拡大するとともに、教職員等を対象とした講師養成のための研修会を実施し、講師
数の拡大を図りました。

　目標どおり全小・中学校で実施しました。

(4)健康教育講座推進事業
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約束５

事務事業名 自己評価

進捗率

Ａ

実施内容 達成率

Ｃ

H22 H23 H24 H25

+1.9ﾎﾟｲﾝﾄ +1.7ﾎﾟｲﾝﾄ +1.2ﾎﾟｲﾝﾄ +1.9ﾎﾟｲﾝﾄ

総括

経営計画
への反映等

No. 項目 自己評価

進捗率

A

事務事業名 達成率

受動喫煙防止対策事業 A

実施内容 H22 H23 H24 H25

97.0% 99.4% 100.0% 100.0%

0 0 0 0

総括

経営計画
への反映等

No. 項目 自己評価

進捗率

A

事務事業名 達成率

集団予防接種事業 A

実施内容 H22 H23 H24 H25

― 56 56 56

0 0 0 0

総括

経営計画
への反映等

確保できている実施箇所数　56か所

決算額

　新型インフルエンザ発生時に備えて、臨時集団接種場所については確保しています。平
成25年度には県の行動計画が定められましたので、平成27年度前半までに弘前市の新型
インフルエンザ等対策行動計画を定めることとしています。

　当初の目的である、新型インフルエンザ発生時における集団予防接種体制の構築につ
いては、平成２４年度に整備されました。なお、経営計画には登載していませんが、新型イ
ンフルエンザ等対策行動計画の策定に関しては、基礎的な事業として実施します。

受動喫煙による健康被害を
防ぐため、公共的施設での分
煙と喫煙規制を強化

　受動喫煙による健康被害を防
止するために、次の取り組みを
行う。
・市の施設における受動喫煙対
策の強化及び実施状況の公表
を行う。（分煙施設における効果
的分煙または禁煙の推進）
・民間が所有する公共的施設に
対する受動喫煙防止対策(事業
所訪問)を県と連携して行う。
・空気クリーン施設情報につい
て、県ホームページへリンクを張
る。

　アクションプランによる取組前に比べて、受動喫煙防止対策を実施する市の施設が増加
するという効果が得られました。今後は、県との連携を強化しながら、公共的な施設（市・民
間含む）の受動喫煙防止対策を更に進める必要があります。

　受動喫煙防止対策事業という名称は使わず、経営計画の関連事業「健康教育」「健康相
談」の中で、受動喫煙防止に関する取り組みを継続して実施します。

平成25年度実施内容

　新型インフルエンザ発生に備えて、青森県が平成２５年１１月に「新型インフルエンザ等対
策青森県行動計画」を策定、公表しました。それを受けた形で、市町村の行動計画を策定
するため、県主催の新型インフルエンザ等対策に関する市町村担当者会議に参加しまし
た。

　新型インフルエンザが発生した場合の臨時接種場所は、前年度に引き続き確保していま
す。

目標

平成25年度実施内容

　市施設対象の受動喫煙防止対策調査は7月、調査結果の公表は11月、民間事業所の受
動喫煙防止対策推進のための県との連携訪問は平成26年1月に実施しました。また、県の
ホームページ活用による空気クリーン施設の情報提供は、平成25年4月～平成26年3月に
実施しており、予定していた事業をすべて実施しました。

　目標である市の受動喫煙防止対策実施施設割合１００%に対し、対策の実施施設は１０
０％となりました。

目標

公共施設における受動喫煙防止対策実施施設の割合
100%(H25)　98%(H23)  99%(H24)

決算額

　４０歳５０歳６０歳７０歳に対して送付する成人歯科受診券に、新たにがん検診受診ＰＲを
印刷しました。10月に開催された「津軽の食と産業まつり」において、がん検診受診勧奨チ
ラシを配布しました。また、ヒロロを会場に県が主催する講演会に「後援」という形で協力しま
した。

　がん検診受診率の目標を平成21年度の実績に対し5ポイントアップとしましたが、１．9ポイ
ントのアップにとどまりました。平成25年度の実績では、対象者延べ299,416人に対し受診
者62,998人で受診率は21.0%でした。

目標
がん検診受診率　24.1％（対H21実績比+5%）
+1.5ﾎﾟｲﾝﾄ（Ｈ22）、+3.0ﾎﾟｲﾝﾄ（Ｈ23）、+4.0ﾎﾟｲﾝﾄ（Ｈ24）

　がん検診の重要性を訴える活動を行いましたが、目標である受診率の向上にはつながり
ませんでした。未受診者へのハガキによる再勧奨など別な方法での対策を検討する必要が
あります。

　受診率が伸び悩んでいることから新たな方法を検討しながら、引き続き経営計画に位置
付けて取り組みます。
　経営計画：「がん検診受診率向上強化対策事業」

5-7

平成25年度実施内容

がん検診受診受診率向上強
化対策事業

がん検診の受診率向上により、
病気の早期発見早期治療につ
なげていくために、次の取り組
みを行う。
・体験者を講師に講演会を実施
し、地域に広める。
・巡回がん検診案内ハガキでの
ＰＲ
・広報ひろさきでのＰＲ（早期発
見の必要性や検診料自己負担
額が低額であること等）
・事業所等検診とがん検診の同
時受診を実施する。
・駅前再開発ビルにおいて複合
検診を実施する。（月2回土曜
日）
・広く市民を対象としたキャン
ペーンの展開や節目年齢を対
象とする受診勧奨など、受診率
向上に向けた取り組みの強化充
実を図る。

5-8
インフルエンザなど児童の集
団予防接種制度の検討

　インフルエンザなど児童の集
団予防接種制度について、次
のとおり導入に向けた検討を進
める。
・市民の意向の現状把握
・保護者、学校、医療機関との
協議
・集団接種を実施する種類の特
定
・実施手続
①協力医師の選定
②集団接種の会場の選定
③ワクチンの手配
④機械器具・救急薬品の準備
⑤市民への周知
⑥職員の派遣　など
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約束５

No. 項目 自己評価

進捗率

Ａ

事務事業名 達成率

介護相談員派遣等事業 Ａ

実施内容 H22 H23 H24 H25

－ － 26 146

0 0 1,380 1,660

総括

経営計画
への反映等

No. 項目 自己評価

進捗率

A

事務事業名 達成率

子育て支援センター（駅前こ
ども広場）運営事業

A

実施内容 H22 H23 H24 H25

- - - 1

- 1,255 1,406 515

0 （再1,191） （再112） （再11）

総括

経営計画
への反映等

決算額

　ヒロロスクエアの核となる機能として、平成25年7月27日に供用を開始しました。
　親子の交流の場の提供と交流促進、子育てに関する相談援助、地域の子育て関連情報
の提供、子育て及び子育て支援に関する講習等の実施、乳幼児の一時預かり事業など、
多様な子育て支援の拠点として機能しています。

　子育て支援の拠点として、安心して子育てをすることができる環境の整備と子育て家庭の
福祉の増進を図るために、経営計画に位置付け継続して取り組みます。経営計画：「駅前
こどもの広場運営事業」

　子育て環境の充実のため、子
育て支援センターの取り組みを
次のとおり行う。
(1)新規子育て支援センターの
設置
　街中の高齢者や子連れの母
などが集まり易い場所に民間と
の協働によりひろば型子育て支
援センターを新設
・事業内容
高齢者とのふれあい、食育事
業、親同士の交流　　など
(2)既設支援センターの充実
　大成なかよし会（土手町分庁
舎内）において出張センターの
開設
・事業内容
高齢者とのふれあい、食育事業
など

　派遣施設は１２施設となっていることから、派遣申し出をしていない施設へ積極的に働き
かけて理解を得るほか、相談員の増員を含め相談活動の充実を図ることとし、経営計画に
位置付け継続して実施します。　経営計画：「介護相談員派遣等事業」

平成25年度実施内容

　新規子育て支援センターを平成25年7月に駅前こどもの広場として開設し、供用を開始し
ました。3世代交流講座、健康教育事業、食育事業を実施済みです。ボランティアは子育て
支援員の参加実績があります。親同士の交流なども図られました。駅前こどもの広場の開
設前まで、土手町分庁舎において出張センターを実施済みです。「工程表通り実施済み」
と評価しました。

　新規子育て支援センターを平成25年7月に駅前こどもの広場として開設し、供用を開始し
ました。健康教育事業や親同士の交流などが図られました。延べ130,695人の方の利用が
あり、十分活用されています。
出張センター事業者参加者数は515人の参加実績があり、「達成」と評価しました。

目標

子育て支援センター設置 1か所

出張センター事業参加者数 H23・24…1,000人/年　H25
…300人/年

　25年度は、新たな相談員（３人）の補充を行い、派遣体制の充実を図るとともに、相談員、
派遣施設、市で三者会議を行い、市の取組みの理解を深めるほか、派遣施設と相談員に
よる意見交換を行いました。

　相談件数は年間で146件となり、目標を達成しました。

目標

介護相談員相談件数 120件/年
　60件/年(H24)

決算額

　派遣申出のあった12施設で実施しており、相談員が利用者・職員との信頼関係を構築す
ることで、施設側の意識改革につながり始めています。また毎月相談員連絡会により報告
を受けることで市側も状況を把握できています。このほか派遣施設、相談員、市による三者
会議は相談員活動をより充実させるための場として、三者の認識が図られたと考えられるこ
とから、今後も活用していきます。

平成25年度実施内容

5-9
介護オンブズパーソンの認定
による介護サービス相談体制
の強化

　介護サービス相談体制の強
化を目指し、介護オンブズ
パーソンと同様の効果が期待
できる介護相談員派遣等事
業を実施し、苦情に至る事態
を未然に防止する。

5-10

地域における高齢者と子ども
の交流活動の促進（子育て
支援センターで実施）
No.4-(1)-4「子育て支援センターの
整備（高齢者と子どもの交流や集い
の広場、地産地消食育レストラン、
地域子育てサポーター〈高齢者によ
る夜間休日保育ボランティア〉配
置、ｅｔｃ）」の実施内容を再掲

- 142 -



約束５

No. 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

Ｂ

H22 H23 H24 H25

1,378 2,419 20,537 27,324

事務事業名 自己評価

進捗率

A

実施内容 達成率

Ａ

H22 H23 H24 H25

－ － 27人 31人

－ － － 167回

総括

経営計画
への反映等

事務事業名 自己評価

進捗率

A

実施内容 達成率

A

H22 H23 H24 H25

929 809 1,016 1,054

総括

経営計画
への反映等

事務事業名 自己評価

進捗率

A

実施内容 達成率

Ｃ

H22 H23 H24 H25

－ 538

総括

経営計画
への反映等

参加者数　5,000人/年

　他市からも行政視察も数多く、画期的な制度としてと注目を集めています。また、参加者
のアンケート結果を見ると、この制度をきっかけに、健康づくりに取り組むきっかけとなったと
いう意見も多く寄せられたことから、一定の効果はあったものと思われます。平成２６年から、
参加者の利便性の向上を図るため、検診実施医療機関へも応募用紙を配置するなど、新
たな試みも導入しながら、より多くの媒体を通じて周知していくこととしており、更なる参加者
獲得のため、景品の周知方法の強化など更に検討を加えていきます。

　市民自らが健康づくりに取り組むきっかけ作りとして有効な手段となっていることから、経
営計画に位置付け継続して取り組みます。　経営計画：「健幸ひろさきマイレージ制度推進
事業」

(3)健幸ひろさきマイレージ制
度推進事業

(3)健幸マイレージ制度の推
進
　健幸マイレージ制度を創設
し、がん検診など健康診査受
診や健康教室等への参加に
応じてポイントを獲得し、応募
することにより、健康グッズな
どを贈呈するものであり、この
ことにより市民が自ら健康意
識への動機づけ及び習慣化
を図る。

　アクションプラン開始前に比べ、プロジェクト健診受診者が増加したことにより、岩木地区、
相馬地区住民の健康課題をより詳細に知ることができました。今後は、課題解決に向けて
市街地でも取り組んでいきます。

　健康調査や健康実践教室等で得られたデータを弘前大学と情報共有しながら、今後も市
民の健康づくりに生かしていく必要があることから、経営計画に位置付け継続して取り組み
ます。　経営計画：「健康増進プロジェクト推進事業」

(2)健康増進プロジェクト推進
事業

(2)弘前大学と連携した健康
増進プロジェクトの推進
　弘前大学と共同して岩木地
区をはじめ相馬地区住民を
対象に調査研究と健康実践
教育に取り組む。
　さらに、駅前再開発ビルを
拠点に市街地でのプロジェク
ト事業の拡大に取り組む。

平成25年度実施内容

　平成25年6月1日から応募受付を開始し、12月31日までを第1シーズンの事業期間として
実施しました。参加賞及び景品を準備した上で、平成26年2月末に抽選を行い、3月には参
加者に対して、参加賞及び景品を発送しました。また、平成26年1月から第2シーズンをス
タートさせ応募の呼びかけを行ってます。

　目標の5,000人に対し、538人の応募にとどまりました。

目標

　より多くの市民に対し、健康増進に取り組む機会を提供するため、経営計画に位置付け
継続して取り組みます。
　経営計画：「弘前市地域健康増進学講座設置事業」

(1)ひろさき健幸増進リーダー
育成・支援事業

　市民の健幸寿命（平均寿
命）の延伸を図るため、健康
づくりへの支援を行う。
(1)(仮称)健幸ひろさき人材育
成事業
　岩木・相馬地区での弘前大
学との研究を踏まえて全市的
に健康実践教育研究を推進
するため弘前大学に開設し
た地域健康増進講座に健康
づくり教室等実践活動のリー
ダー育成を委託し、合わせて
修了者の教室活動を支援し、
市民の健康づくりの全市的拡
大を図る。

平成25年度実施内容

　岩木・相馬地区については、6月にプロジェクト健診、9月に健診結果説明会、4,5月と12
～3月に運動教室、3月にプロジェクト結果報告会をスケジュールどおりに実施しました。ま
た、市街地でのプロジェクト事業については、駅前のヒロロにおいて、子育てに忙しく普段
運動不足になりがちな4歳児の母親を対象に、11月と2月の2回にわたり、元ＮＨＫ「お母さ
んといっしょ」の「ひろみちお兄さん」の指導による運動教室を開催するとともに、開催期間
中は、家庭においても運動を継続してもらい、その効果を調査しました。

　プロジェクト健診は、目標の900人に対し、1,054人の受診（岩木地区1,007人、相馬地区
47人）が得られました。ヒロロの運動教室には親子延べ154組が参加しました。

目標

プロジェクト受診者数　900人（Ｈ25）  860人(H24)

平成25年度実施内容

　平成25年7月から養成講座受講の募集を行い、39名の応募がありました。養成講座は9月
4日に開講し、3月25日に閉講式を行いました。また、平成25年4月からリーダー活動に対
し、機材運搬や会場提供、謝金などの支援を行いました。

　養成講座は目標30人に対し、31名が修了し認定されました。また、活動支援回数は目標
150回に対し、実績が167回となりました。

目標

修了者数　30人/年

年間活動支援回数　150回

　概ね予定どおりリーダーが養成されてきました。また1期生のリーダーが地域における運
動教室の自主活動や、大学及び市の事業に積極的に参加することにより、より多くの運動
教室が開催できるようになり、市民が健康増進に取り組む機会が増える効果が得られまし
た。今後もリーダーの養成や活動支援を継続していく必要があります。

☆
5-11

　施策を構成する4事業について、それぞれ「工程表どおり実施」しました。

　構成する4事業について、「達成」が3事業、「未達成」が1事業となりました。

決算額

項目 平成25年度実施内容

健康づくり事業（健幸ひろさき
創出事業）
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約束５

事務事業名 自己評価

進捗率

Ａ

実施内容 達成率

A

H22 H23 H24 H25

- - - 2

0 0 0 414

総括

経営計画
への反映等

No. 自己評価

進捗率

A

達成率

A

H22 H23 H24 H25

- - - 3,343

事務事業名 自己評価

進捗率

A

実施内容 達成率

A

H22 H23 H24 H25

－ － － 1,268人

総括

経営計画
への反映等

事務事業名 自己評価

進捗率

A

実施内容 達成率

A

H22 H23 H24 H25

－ － － 28

総括

経営計画
への反映等

平成25年度実施内容

　成年後見支援センターを平成25年6月27日開設しました。このことにより成年後見制度に
関する相談対応や、市民後見人の適切な活動のためのマニュアル作成等実施したことか
ら、計画どおり「工程表どおり実施済み」と評価しました。

　平成25年度は市民後見人候補者の登録者数20名を目標値にしていましたが、登録者数
は28名と目標を達成したことから「目標達成済み」と評価しました。

目標

市民後見人候補者の登録者数  20名(H25) (受講修了
者数×70%)

　成年後見支援センターを開設したことにより、市民後見人の支援体制及び成年後見制度
に関する相談体制づくりが図られました。今後は、更に市民後見人を養成するとともに、支
援体制の適正化を図っていく必要があります。

　成年後見制度の普及、活用に際して成年後見支援センターにおける市民後見人の養成
及び支援体制は不可欠であることから、経営計画に位置付けて継続して取り組みます。
経営計画：認知症支援事業（関連事業：市民後見推進事業）

(2)成年後見支援センター運
営事業

(2)成年後見支援センターを
開設し、市民後見人の適切
な活動のための支援をすると
ともに、成年後見制度の普及
に努める。
①市民後見人の養成研修・
実践研修・情報交換会の実
施
②市民後見人の支援・助言・
相談
③成年後見制度に関する広
報・啓発等
④成年後見制度に関する相
談対応

平成25年度実施内容

　一般市民や事業所、学生に対し、認知症サポーター養成講座を実施し、地域や職場に
おいて認知症の人や家族を支援する認知症サポーターの養成を行いました。

　平成25年度は認知症サポーターを２００人養成することを目標としていましたが、希望者
が多く７３６人の認知症サポーターを養成することができました。

目標

認知症サポーターの登録者数（暦年）　720名(H25)

　認知症サポーターの養成は平成２４年度から開始しており、平成２５年度は一般市民だけ
でなく金融機関や大学からの希望でサポーター養成講座を実施したため、目標以上の認
知症サポーターを養成することができましたが、今後、さらに認知症の人の増加が見込まれ
ることから、認知症サポーターを多数養成する必要があります。

　今後、さらに認知症の人の増加が見込まれることから、今後も経営計画に位置付け認知
症サポーターの養成を継続して実施します。経営計画：「認知症支援事業」

(1)認知症支援事業

認知症等により判断力が十
分でない人も安心して暮らせ
るよう、認知症対策事業を次
のとおり行う。
(1)認知症に対する正しい知
識を持ち、地域や職場にお
いて認知症の人や家族を支
援する認知症サポーター等
の養成を行う。また、認知症
に関する相談やパンフレット
等を活用して知識の普及・啓
発を図る。

★
5-12

　施策を構成する2事業について、それぞれ「工程表どおり実施」しました。

　構成する2事業について、目標を達成しました。

決算額

活動支援団体数　2団体(H25)

決算額

　保健衛生委員会活性化事業については、地区保健衛生座談会などの機会を活用して制
度の周知を図りながら、随時申請受付していきます。ヒロロ３階健康ホールでの「市民健康
な食生活講座」「子育て応援栄養相談」を継続し、適切な食生活の普及啓発を実施してい
きます。

　地域の重要なソーシャルキャピタルである住民組織が行う住民密着型の健康づくり活動
を支援し、行政との連携による市民の健康づくり行動に確実につないでいく必要があること
から、経営計画に位置付けて継続して取り組みます。
　経営計画：「保健衛生委員会活性化支援事業」

項目 平成25年度実施内容

(4)住民組織の活性化支援
　地域の重要なソーシャル
キャピタルである住民組織が
行う住民密着型の健康づくり
活動を支援し、行政との連携
による市民の健康づくり行動
に確実につないでいく。

認知症対策事業の推進

平成25年度実施内容

　保健衛生委員会活性化事業に係る補助金交付要綱を告示し、市町会連合会保健衛生
委員会に事業内容を説明し,順次受付交付手続等を行うとともに、本制度の利用を検討す
る地区に対しては活用できるよう必要な支援を行いました。また、食生活改善推進員会とヒ
ロロ3Ｆ健康ホールで8月から実施した「市民健康な食生活講座」「子育て応援栄養講座」や
りんご博覧会で連携し活動しました。

　目標支援団体の保健衛生委員会と食生活改善推進員会の２団体に対し、支援を行いま
した。保健衛生委員会に関しては、5地区の活動に対し各15万円以内で補助金を交付し、
がん検診勧奨や健康教室、運動教室などの各種健康増進活動に活用されました。また、
食生活改善推進員会に関しては、管理栄養士が協力し、リンゴ博覧会で健康食の広報活
動を行いました。

目標

(4)住民組織活動支援事業
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約束５

No. 自己評価

進捗率

Ｃ

達成率

Ｂ

H22 H23 H24 H25

- - - 6,530

事務事業名 自己評価

進捗率

A

実施内容 達成率

Ｂ

H22 H23 H24 H25

－ － － 25%

総括

経営計画
への反映等

事務事業名 自己評価

進捗率

A

実施内容 達成率

Ｂ

H22 H23 H24 H25

－ － － 25.6%

総括

経営計画
への反映等

事務事業名 自己評価

進捗率

Ｃ

実施内容 達成率

A

H22 H23 H24 H25

－ － － 33.40%

総括

経営計画
への反映等

平成25年度実施内容

　ジェネリック医薬品利用差額通知の回数を昨年の2回から6回と計画しましたが、委託先で
ある国保連のデータ処理が初回の通知に間に合わず５回となり、工程表通り実施できませ
んでした。

　差額通知回数は１回減となったものの、昨年実施した被保険者へのアンケート調査の結
果をもとに、9月の保険証更新時にジェネリック利用希望カードを同封し利用促進に努め、
窓口受付に利用希望カードを置き周知を図り、目標を達成しました。

目標

ジェネリック医薬品利用率（数量ベース）　33％(H25)

　利用差額通知やジェネリック利用希望カード配布の取り組みにより、周知効果は得られま
した。さらに、利用率拡大を図るには、医療機関との協力体制を図る必要があります。

　この事業は、国民健康保険の保険者として、医療費の適正化を目的に行っているもので
あり、経営計画には位置づけていませんが、「ひろさき健幸福祉改革プロジェクト」の事業と
して、今年度は医師会・薬剤師会へ協力を仰ぎ、調剤薬局に対するアンケート調査を実施
し、普及推進を図っていきます。

(3)ジェネリック医薬品利用推
進事業

(3)ジェネリック医薬品の利用
推進
　ジェネリック利用差額通知
発送回数を増やすとともに、
ジェネリックカードの保険証更
新時に同封や窓口への来庁
者へのカード配布により利用
推進を図り調剤費の抑制に
つなげる。

平成25年度実施内容

　40歳の対象者(623人)に対して、割引クーポン付のセット受診券を4/19に送付しました。

　対象者 37,510人中、受診者が 9,601人で、受診率は25.6％となりました。
　受診率向上対策として、このセット受診券送付のほかにも未受診者の訪問勧奨などを行
い、受診率は着実に伸びてきているものの、どの対策も即効性に乏しく目標達成には至り
ませんでした。

目標

国保特定健康診査の受診率向上　28％(H25)

　平成25年度国保特定健診受診率の法定報告値(速報値)によると、青森市(36.7%)、八戸
市(29.7%)と比較しても低いことから、「第２期弘前市特定健康診査等実施計画」に基づき今
後も継続して取り組みます。

　この事業は、国民健康保険の保険者として、医療費の適正化を目的に行っているもので
あり、経営計画には位置づけていませんが、今後は「ひろさき健康福祉改革プロジェクト」の
事業として取り組みます。

(2)国保特定健康診査推進事
業

(2)国保保健事業の拡大
　４０歳の国保被保険者に、
人間ドック（特定健診を含む）
の割引クーポン付のセット受
診券を送付し、継続した受診
行動を動機づける。

　介護保険料と合同で７月～９月、市税と合同で１１月～１２月、合計２回の口座振替キャン
ペーンを実施した結果、前年度から１０．７％の口座振替申し込み数の増加となり、「工程表
どおりに実施済み」と評価しました。

　年間申込み件数は増加しているものの、口座振替実施者の後期高齢者医療制度への移
行や年金受給に伴う保険料の天引き開始など、他制度の仕組みに基づく振替中止が毎年
多数発生することが、未達成の要因と考えられます。（H25年度実績：口座振替率24.76％
7,657世帯／30,920世帯）

目標

国保料口座振替率　29％(H25)

　国保加入者のうち半分が６０歳以上であり、今後も他制度の移行等による振替中止が続く
ものと見込まれることから、収納率の向上に繋げるためには、残りの加入者が口座振替を継
続するとともに、若年加入者が新たに口座振替を申し込むような効果的なキャンペーンを実
施することが必要です。(他市の口座振替率：青森市５６％、八戸市２１％)

　この事業は、国民健康保険の保険者として、国保財政健全化を目的に行っているもので
あり、経営計画には位置づけていませんが、今後は「ひろさき健康福祉改革プロジェクト」の
事業として取り組みます。

(1)国保料口座振替推進事業

　国民健康保険制度の健全
化のため、保険料収入の増
収対策や医療費の適正化へ
の取り組みを行う。

(1)国保料口座振替推進
　キャンペーン期間中の新規
口座振替申込者、期間前の
口座振替申込者に対して、
抽選で市内で利用可能な特
典を贈呈することにより、国保
料収納率向上対策を行う。

項目 平成25年度実施内容

★
5-13

　施策を構成する4事業について、3事業が「工程表どおり実施」、1事業が「工程表どおり実
施できなかった」となりました。

　構成する4事業について、「達成」が2事業、「概ね達成」が2事業となりました。

決算額

平成25年度実施内容

国民健康保険財政の健全化
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約束５

事務事業名 自己評価

進捗率

A

実施内容 達成率

A

H22 H23 H24 H25

- - - 321.25%

0 0 0 4,748

総括

経営計画
への反映等

No. 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

Ｃ

H22 H23 H24 H25

- - - 15,784

事務事業名 自己評価

進捗率

Ａ

実施内容 達成率

Ａ

H22 H23 H24 H25

－ － － 36.43%

総括

経営計画
への反映等

平成25年度実施内容

　・事務処理を見直し、６週間かかっていた手順を４週間に短縮しました。
　・平成25年4月に認定調査員を3名増員し、申請から調査実施までの期間を短縮しまし
た。

　認定調査員を増員し事務処理の見直しをを行ったところ、年間平均で36.43％と目標を達
成しました。なお月別では目標を達成していない月もあります。
　達成できなかった月の原因としては、申請後に大型連休を迎えることで主治医意見書の
提出に時間を要する等の理由が挙げられることから、治医意見書の早期提出のために、医
療機関と話し合いを進めています。

目標

要介護認定の新規申請について申請から30日以内に
2次判定が出る割合　30.0％(H25)

　達成率から判断しても利便性向上に大きな効果があったと思われます。今後も取り組みを
継続していきますが、高齢化の進行に伴い申請件数の増加が見込まれ、調査員の増員を
随時検討していきます。

　利用者が適時・適切にサービスが利用できるように今年度増員した認定調査員の雇用を
継続し、早期に認定調査を行うことで要介護認定申請から３０日以内に結果通知できる割
合を高めることを目指し、経営計画に位置付け継続して実施する。経営計画：関連事業「要
介護認定結果の早期通知の実施」

要介護認定結果早期通知対
策事業

認定調査員の増員や認定事
務の見直し、医療機関への
主治医意見書の早期提出を
働きかけ、申請から30日以内
に結果通知できる割合を高
め、申請者の利便性の向上
を図る。

平成25年度実施内容

　24年度まで健康づくり推進課で実施していた訪問指導の重複頻回受診者対策を、25年
度からは国保年金課で新たに非常勤保健師１名・看護師１名を配置し、糖尿病治療者を対
象に、25年6月から26年2月にかけて重複頻回受診や生活習慣病の重症化予防等の訪問
指導により医療費の適正化に努めました。訪問対象者534人のうち、より効果が高いと見込
まれる299人に対して訪問指導を実施しました。

　国保総合システムの電子レセプトや給付記録を利用して、訪問前後３か月の医療費の比
較により削減効果を検証し、医療費適正化に努めました。（削減効果のあった人/訪問指導
総数＝削減率） ・H24年度 23/287人 ＝8％ ・H25年度 77/299人 ＝25.7％

目標

★
5-14

　施策を構成する5事業について、それぞれ「工程表どおり実施」しました。

　構成する5事業について、「達成」が１事業、「未達成」が4事業となりました。平成23年度
給付額に対して現状維持を目標とし、介護移行予防事業、介護１次、２次予防事業での効
果を見越しての値を設定しましたが、伸び率が予想以上となり、短期間では抑制につなが
らない結果となりました。

決算額

重複頻回受診者数削減率  平成24年度比５％

決算額

　従来の重複頻回受診者訪問指導に加え、今年度は糖尿病性腎症治療者の重症化予防
の訪問指導を実施し、訪問後のデータを基に疾病傾向の把握や医療費分析を庁内関係
課担当者と共に行い、医療費を抑制するための検討をしていきます。

　この事業は、国民健康保険の保険者として、医療費の適正化を目的に行っているもので
あり、経営計画には位置づけていませんが、「ひろさき健幸福祉改革プロジェクト」の事業と
して、糖尿病受診者を対象に重症化予防の訪問指導を実施し、KDB（国保データベース）
システムの活用により、訪問指導の充実を図ります。

項目 平成25年度実施内容

(4)重複・頻回受診者対策事
業

(4)重複・頻回受診者対策
　訪問指導体制を強化し、訪
問指導件数の増加を図るとと
もに、訪問指導の結果を踏ま
え、疾病傾向の把握や疾病
別に合った指導の研究や対
策の構築を図り、重複・頻回
受診対象者の減少につなげ
る。

要介護認定結果の早期通知
と給付費の適正化対策の実
施
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約束５

事務事業名 自己評価

進捗率

Ａ

実施内容 達成率

Ｃ

H22 H23 H24 H25

－ － － 341

総括

経営計画
への反映等

事務事業名 自己評価

進捗率

A

実施内容 達成率

C

H22 H23 H24 H25

－ － － 341

総括

経営計画
への反映等

事務事業名 自己評価

進捗率

A

実施内容 達成率

C

H22 H23 H24 H25

- - - 341

0 0 0 4,062

総括

経営計画
への反映等

平成25年度実施内容

　平成25年4月から専門員２名を雇用し、当初の予定どおり市内に住所を有する居宅介護
支援事業所全85事業所を対象にケアプランの点検、指導を行いました。過誤件数が５１０
件で自主返還額が３７４万円となりました。

　平成２３年度給付額に対し現状維持を目標とし介護移行予防事業、介護１次、２次予防
事業、認定調査直営の拡大事業での効果を見越しての値を設定しましたが、伸び率が予
想以上となり、短期間では抑制につながらない結果となりました。

目標

第１号被保険者一人当たりの介護給付金額　332千円
(H25)

決算額

　全居宅介護支援事業者を対象とした事で、一定の効果はありましたが、給付費の抑制ま
では届きませんでした。２６年度は認定調査も同時に行う事で更なる効果を期待します。

　不適切や過大なプランを作成する事業所を指導するため、更なる強化策として認定調査
を同時に行い利用者の状況を把握したうえで点検指導を行うように事業強化するなど、経
営計画に位置付け事業内容を拡充して実施します。経営計画：「ケアプラン点検業務の強
化事業」

(3)ケアプラン点検業務拡大
事業

(3)ケアプラン点検業務の拡
大
・専門知識を持った職員及び
介護支援専門員の資格を有
する嘱託員によるケアプラン
点検業務の拡大を図る。
・居宅サービス（有料老人
ホーム入居者や病院への外
出介助等）のケアプラン利用
状況の実態調査を実施する。

平成25年度実施内容

　平成25年9月5日青森県武道館において「弘前市ケアプラン作成研修会」を開催し、62事
業所から70名のケアマネジャーが参加しました。

　平成23年度給付額に対し現状維持を目標とし、介護移行予防事業、介護1次、2次予防
事業、認定調査直営の拡大事業での効果を見越しての値を設定しましたが、伸び率が予
想以上となり、短期間では抑制につながらない結果となりました。

目標

第１号被保険者一人当たりの介護給付金額　332千円
(H25)

　初の試みも参加者からの評判がよく、前向きな意見も多く見られ一定の効果がありまし
た。

　増大する給付費の抑制には、適正なケアプランの作成が必要不可欠である事から、ケア
マネジャーの意識改革と、質の向上のため経営計画に位置付け継続して実施します。経営
計画：「ケアプラン作成研修会実施事業」

(2)ケアプラン作成研修会実
施事業

(2)ケアプラン作成のための研
修会
　介護支援専門員によるケア
プランの自己点検を推進し、
自立支援を目的としたケアプ
ランを作成するため、ケアプ
ラン点検の専門家を招へい
し、研修会を開催する。

平成25年度実施内容

　平成25年１月から区分変更申請について、直営で調査を行いました。

　平成25年度の給付費は16,987,480,531円であり、年度末現在一人当たりの給付費は
341,264円となりました。直ぐに効果が出る事業ではないため、目標達成には至らない結果
となりました。
　目標の値は平成23年度給付額に対して現状維持を目標とし、介護移行予防事業、介護
１次、２次予防事業での効果を見越しての値を設定しましたが、伸び率が予想以上となり、
短期間では抑制につながらない結果となりました。

目標

第１号被保険者一人当たりの介護給付金額　332千円
(H25)

　区分変更は直営で実施することができたため、効果はあったものと考えます。今後も取り
組みを継続していきますが、高齢化の進行に伴い申請件数の増加が見込まれるため、調
査員の増員を随時検討していきます。

　経営計画へは位置付けしませんが、引き続き調査体制を維持しながら、認定調査の効果
的な実施方法を検討していきます。

(1)要介護認定調査強化事業

介護給付費の適正化対策

(1)要介護認定調査の直営化
の拡大
　居宅介護支援事業所等に
業務委託している更新及び
区分変更申請の認定調査の
うち、区分変更申請に係る認
定調査について、認定調査
員を増員し市直営で実施す
る。
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約束５

事務事業名 自己評価

進捗率

A

実施内容 達成率

C

H22 H23 H24 H25

- - - 341

0 0 0 1,198

総括

経営計画
への反映等

No. 自己評価

進捗率

Ｃ

達成率

Ｂ

H22 H23 H24 H25

- - - 22,390

事務事業名 自己評価

進捗率

Ａ

実施内容 達成率

Ａ

H22 H23 H24 H25

－ － － 75%

総括

経営計画
への反映等

事務事業名 自己評価

進捗率

A

実施内容 達成率

A

H22 H23 H24 H25

－ － － 120

総括

経営計画
への反映等

(2)健康教養の向上
Ｓｍｉｌｅひろさき健康絵本作成
事業
→「健康教養向上事業」に年度
内に変更

(2)健康教養の向上
　子どもの頃から健康教養を
高めていくために、幼児向け
健康絵本（弘前版）を作成す
る。
　また、子育て支援センター
（駅前こどもの広場）におい
て、保健師等による健康教育
に係る講座を実施し、幼児期
からの健康増進を図る。

平成25年度実施内容

　「絵本」ではテーマが限られることから、より多くのテーマについて考えることのできる「かる
た」に媒体を変更しました。市民の健康づくりの課題や健康増進に関わる内容をまとめ、弘
前大学医学部社会医学講座の監修を得て、幼児（４～６歳）を対象とした健康かるたを作成
しました。

　市内保育園及び幼稚園等の関係施設配布用と貸出用として、健康かるた１2０部を作成し
ました。（具体的な目標値の設定はありません。）

目標

絵本作成　→　かるた作成（部）

　市民一人ひとりの健康知識・意識のレベルアップを目指すために、幼児期から健康教養
を高める糸口として、健康かるたを作成しました。今後、健康教養の向上に向けて、健康か
るた等を媒体に関係機関に働きかけていく必要があります。

　市内保育園及び幼稚園等の関係施設へ活用方法を説明しながら配布し活用を促しま
す。また健康かるたを利用した催しを開催することとし、経営計画に位置付け事業内容を充
実させていきます。 経営計画：「健康教養向上事業」

平成25年度実施内容

　9月から助成券を発送し、11月1日から2月28日までに季節性インフルエンザの予防接種
を行った生後6ヶ月から小学校就学前までの乳幼児の１回分の費用を助成しました。

　対象乳幼児7,939名に対し5,923名が利用し、目標利用率７０％に対し、７５％の利用率と
なりました。

目標

生後６ヶ月児から６歳までの未就学児の助成事業利用
率　70％(H25)

　平成25年度の青森県における季節性インフルエンザは、2月から3月をピークに平成24年
度の倍近い患者数となりましたが、津軽地域においては県内で最も低くなだらかなピークと
なり、当市における助成制度による接種者の増加により、重症化しなかった乳幼児も多かっ
たものと考えられ、保護者への経済的負担の軽減はもちろんのこと、医療面でも実施効果
があったものと考えています。

　保護者の経済的負担を軽減すると共に、重症化予防のため、経営計画に位置付けて引
き続き取り組みます。
　経営計画：「小児インフルエンザ予防接種費用助成事業」

(1)育児の負担軽減
乳幼児インフルエンザ予防接
種費用助成事業

(1)育児の負担軽減
　生後６ヶ月児から６歳までの
未就学児を対象に、インフル
エンザワクチンの接種費用を
一人１回限り、3,000円を助成
し、保護者の負担軽減を図
る。

平成25年度実施内容

　当初の予定どおり９月と３月で延べ１７，１３８通発送しました。

　平成２３年度給付額に対し現状維持を目標とし、介護移行予防事業、介護１次、２次予防
事業、認定調査直営の拡大事業での効果を見越しての値を設定しました、伸び率が予想
以上となり、短期間では抑制につながらない結果となりました。

項目 平成25年度実施内容

★
5-15

　施策を構成する4事業について、3事業が「工程表どおり実施」、１事業が「工程表どおり実
施できなかった」となりました。

　構成する4事業について、「達成」が3事業、「未達成」が１事業となりました。

決算額

目標

第１号被保険者一人当たりの介護給付金額　332千円
(H25)

決算額

　通知に対する効果はあまり見られませんでした。同封のチラシを工夫することで、多少電
話による問い合わせはあったものの、ほとんどが通知に対する質問などでした。

　国の推奨事業である為継続してきましたが、その費用対効果が薄いことから、今後の事業
継続について検討することとします

(4)介護給付費通知事業

(4)介護給付費通知の送付
・介護サービスの利用状況を
年２回利用者に通知して、介
護サービス内容の確認により
事業者による誤った請求を防
止する。
・併せて正しい介護サービス
の利用方法を記載した文書
を同封し、利用者の意識啓発
を図る。

こども健やか支援事業
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約束５

事務事業名 自己評価

進捗率

Ａ

実施内容 達成率

Ａ

H22 H23 H24 H25

－ － － 451

総括

経営計画
への反映等

事務事業名 自己評価

進捗率

Ａ

実施内容 達成率

Ａ

H22 H23 H24 H25

－ － － 9

総括

経営計画
への反映等

　新規事業として平成25年度から実施し、発達に関する弘前大学における専門科である神
経精神医学講座の協力を得ることにより、平成26年度にかけて多くの幼児を対象に発達健
診を行うことができました。

　小学校就学前に発達についてのスクリーニングを行い、支援を必要とするこどもの早期治
療・療育につなげる必要があることから、経営計画に位置付け継続して実施します。経営計
画：「５歳児発達健康診査・相談事業」

　経営計画には同事業を直接登載せず、駅前こどもの広場の運営事業として、多様な子育
て支援の事業の一つとして継続して実施します。

平成25年度実施内容

　　当初予定していた弘前市医師会との協議が整わず、新たに弘前大学大学院医学研究
科神経精神医学講座の協力を得て行うこととなりましたが、開始時期が26年１月からとなっ
たため、保護者等に対する予備調査の発送及び回収並びに内容分析後、３～６月に発達
健診を実施しました。なお、発達健診の時期は、５歳０ヶ月以降とされているため、今後も年
度をまたいで実施します。

　目標の受診者80名に対し、平成２６年度にかけて実施し、159名が受診しました。

目標

受診者数　80人（H25)

(3)５歳児健康診査

(3)５歳児健康診査
就学前に発達についてのス
クリーニングを行い、支援を
必要とするこどもの早期治
療・療育につなげる。

　平成25年7月27日に開設した「駅前子どもの広場」の健康づくりに関する講座として、保健
師、栄養士らによる健康教育講座を７回（月1回/平成25年9月から平成２６年3月まで）及び
母子の健康づくりに関する講座を6回実施しました。

　講座参加者は目標360人に対し、実績値451人となり、目標を達成しました。

目標

健康教育事業参加者数  360人/年

　平成25年7月27日に供用を開始した駅前こどもの広場の講座として実施しました。
　健康教養を向上するための講座を通じて子育て支援を行いました。

(2)健康教養の向上
駅前こどもの広場での健康教
育事業

(2)健康教養の向上
　子どもの頃から健康教養を
高めていくために、幼児向け
健康絵本（弘前版）を作成す
る。
　また、子育て支援センター
（駅前こどもの広場）におい
て、保健師等による健康教育
に係る講座を実施し、幼児期
からの健康増進を図る。

平成25年度実施内容
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